
提

出

者

内

山

晃

平
成
十
七
年
六
月
一
日
提
出

質

問

第

七

三

号

家
庭
用
治
療
器
製
造
承
認
（
認
証
）
及
び
機
器
分
類
の
ク
ラ
ス
分
け
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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家
庭
用
治
療
器
製
造
承
認
（
認
証
）
及
び
機
器
分
類
の
ク
ラ
ス
分
け
に
関
す
る
質
問
主
意
書

家
庭
用
治
療
器
に
関
し
、
薬
事
法
施
行
後
は
許
認
可
が
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
点
等
及
び
理
学
用
診
療
機
器
と
家
庭
用
機
器

の
ク
ラ
ス
分
け
に
つ
い
て
、
次
の
事
項
を
質
問
す
る
。

一

現
在
認
可
を
得
て
い
る
既
存
品
は
第
三
者
登
録
認
証
機
関
の
認
証
、
今
ま
で
に
無
い
新
し
い
家
庭
用
治
療
器
は
改
正
前
同

様
に
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
の
二
通
り
に
分
か
れ
て
い
る
の
は
何
故
か
。
実
際
は
、
双
方
と
も
形
式
的
に
厚
生
労
働
大
臣
が

押
印
す
る
だ
け
で
は
無
い
の
か
。

二

厚
生
労
働
大
臣
名
が
あ
っ
た
製
造
承
認
書
原
本
の
押
印
は
誰
が
押
す
の
か
、
第
三
者
登
録
認
証
機
関
な
ら
ば
誰
の
名
前
で

押
印
す
る
の
か
、
又
、
複
数
の
第
三
者
登
録
認
証
機
関
が
認
定
さ
れ
て
い
る
が
誰
の
名
前
で
押
印
す
る
の
か
。

三

第
三
者
登
録
認
証
機
関
が
登
録
認
定
取
り
消
し
・
廃
業
・
倒
産
と
な
っ
た
場
合
、
認
証
の
有
効
性
、
責
任
は
ど
う
な
る
の

か
。

四

厚
生
労
働
省
は
家
庭
用
医
療
機
器
の
作
用
機
序
を
五
年
後
ま
で
に
提
出
す
る
よ
う
求
め
、
提
出
で
き
な
い
場
合
は
承
認
を

取
り
消
す
と
、
い
わ
ば
恫
喝
し
て
い
る
が
、
莫
大
に
費
用
が
か
か
る
作
用
機
序
を
提
出
で
き
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
承
認
を

取
り
消
し
た
場
合
、
国
が
詐
欺
罪
で
訴
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
薬
事
工
業
生
産
動
態
統
計
に
よ
る
と
、
家
庭
用
医
療
機

一



器
は
平
成
十
五
年
度
で
生
産
台
数
は
二
億
九
千
八
百
六
十
九
万
八
千
九
百
七
十
七
台
。
家
庭
用
電
位
治
療
器
だ
け
を
み
て

も
、
平
成
十
五
年
度
は
十
四
万
四
千
九
百
三
十
九
台
を
生
産
し
、
昭
和
四
十
年
以
降
推
定
で
五
百
万
台
強
を
生
産
し
て
お

り
、
購
入
者
は
国
の
認
可
に
よ
る
効
能
・
効
果
を
信
じ
て
購
入
し
、
使
用
し
て
い
る
。

五

旧
法
で
は
、
理
学
用
診
療
機
器
と
家
庭
用
機
器
の
ク
ラ
ス
分
け
を
し
て
い
た
が
、
改
正
薬
事
法
で
は
こ
れ
ら
機
器
が
医
療

用
、
家
庭
用
と
分
類
さ
れ
る
こ
と
な
く
同
じ
扱
い
で
ク
ラ
ス
分
け
さ
れ
て
い
る
の
は
問
題
で
、
理
学
用
診
療
機
器
と
家
庭
用

機
器
に
大
別
し
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
人
体
へ
の
リ
ス
ク
を
勘
案
し
、
ク
ラ
ス
分
け
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。

二


